
 

 
「第６次土浦市行財政改革大綱（案）」に係るパブリック・コメントの実施結果について 

 

 

 

１ 趣旨 

 「第６次土浦市行財政改革大綱」の策定に当たり，大綱（案）を公表し，広く市民の皆様のご意

見を募集しました。 

 

２ 意見の募集期間 

  平成３０年１２月５日（水）～平成３０年１２月２４日（月） 

 

３ 公表方法 

（１）本庁舎（市政策企画課及び情報公開室），各支所・出張所，各地区公民館で閲覧 

（２）市ホームページに掲載 

 

４ 実施結果 

（１）提出意見           ３名 １５件 

（２）市ホームページ閲覧数   ３５８件 

 

  

資料№３ 



1 

 

５ 提出された意見とその意見に対する考え方 

№ 意見の要旨 意見に対する考え方 大綱の修正内容 

１ 

Ｐ.１～Ｐ.２ 

これまでの行財政改

革の取り組み(表)の

策定年次欄を西暦で

示し、元号は( ) 内

で示した方がよい。 

大綱の期間及び策定年次について、西

暦で表記し、カッコ書きで和暦を記載し

ます。 

 

 

Ｐ.１～Ｐ.２の表について修正しまし

た。 

２ 

Ｐ.３ 図-１ 

少子高齢化による市

民人口の減少が最

大の問題であり 、

2060年までに土浦市

の人口が91,565人に

まで減少することを

強調すべきでは。施

策展開による人口上

乗せ目標16,815人に

ついては、明確な根

拠がなく、市民の共

通理解もありませ

ん。 

図-１の本市の将来人口推計では、ま

ず最も一般的な「将来人口推計」データ

として国立社会保障・人口問題研究所

の推計データを基に作成しています

が、いかに人口減少を食い止めるかに

ついて、市の総合計画やまち・ひと・し

ごと創生総合戦略で、施策展開による

目標人口をたてていることから、本計画

についても同様といたします。 

 

 

修正なし。 

３ 

Ｐ.４ 図-２ 

2040 年に数値が入

れてあるが、本文に

は記述がないのはな

ぜか。 

図-２の年齢（３区分）別の将来人口推

計では、始点の 1975 年と終点の 2060

年以外に数値が表記されているものに

ついては、年少人口や生産人口及び

老年人口の最大人口を表記しているた

め、注釈を追加します。 

Ｐ.４ 図-２の下に注釈で「※1975年

と 2060 年以外に数値が記載されて

いるものについては、各年齢別人

口の最大人口を表記しておりま

す。」を追加します。 

４ 

Ｐ.５ 

２ 財政状況の推移 

（１）歳入歳出の状況 

合併特例債事業につ

いて何も記述がない

のはおかしいのでは

ないか。 

（１）歳入歳出の状況では、一般会計の

全体の内訳を載せており、合併特例債

は、市債の一部であることから、ここで

は合併特例債事業に特定した表記は

行いません。 

 

 

修正なし。 
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№ 意見の要旨 意見に対する考え方 大綱の修正内容 

５ 

Ｐ.６  

（２）財政健全化法に

おける指標 

大規模事業に代表

的な事業名をいれて

ほしい。市民には大

規模事業が何である

か分からない。 

ここでの大規模事業は、市庁舎の整備

移転や新消防庁舎など本市発展の根

幹となる社会資本の整備に、重点的・

集中的に取り組んだものですので、事

業名を記載します。 

 

  

Ｐ.６ 

（２）財政健全化法における指標の４

行目に「市庁舎の整備移転や新消

防庁舎及び新図書館など」を追加し

ます。 

 

６ 

Ｐ.６ 図-５ 

早期健全化基準と財

政再生基準につい

て、注釈をつけてほ

しい。 

 

早期健全化基準と財政再生基準の注

釈を追加します。 

 

Ｐ.６ 図-５ 

「早期健全化基準…自治体財政健

全化法が定める財政４指標（実質赤

字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率、将来負担比率）でいず

れかが一定割合を越すと破綻寸前

の「財政健全化団体」に指定される

基準」と「財政再生基準…実質赤字

比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率でいずれかが一定割合を

越すと実質破綻の「財政再生団体」

に指定される基準」を追加しました。 

７ 

Ｐ .６～Ｐ .７ 図-６～

図-８ 

2027年度までのデー

タ(将来見込み)を挿

入してほしい。深刻

な土浦市の財政危

機が迫っていること

を図と説明文で市民

に知らせるべきで

は。 

Ｐ.９（３）基金残高 

一般財源基金が枯

渇したらどうするの

か。 

Ｐ .６～Ｐ .７の図-６から図-８について

は、2013 年度から昨年度までの５年間

の実績についてグラフを作成しており、

本市では健全な財政運営を行っている

ことを示しています。また、Ｐ.８以降は

将来の財政見通しについて記載してい

ることから、Ｐ.11 の直面する課題への

対応の「２財政運営の健全化」の本文

を修正します。 

 

Ｐ.11 直面する課題への対応 

２ 財政運営の健全化 

「厳しい財政状況を踏まえ、これま

でもコストを削減しスリム化を進め

ることにより、財政の健全化に一

定の成果を上げてきましたが、現

在進行している生産年齢人口の

減少による市税等の減収や、これ

までの大規模事業に伴う維持管理

費や公債費の増のほか、少子高

齢化により増大を続ける扶助費や

老朽化した公共施設等の改修・更

新費など歳出の増加により、財政

状況は非常に厳しくなることが見

込まれています。 

今後も、自主財源の確保や歳

出の適正な執行及び事業全体の

圧縮など歳入歳出全般にわたる

対策を行い、計画的な財政運営の

推進による健全化へ取り組みま

す。」に修正します。 
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№ 意見の要旨 意見に対する考え方 大綱の修正内容 

８ 

Ｐ.８  

３ 財政の将来見通

し 

（１）投資的経費と累

計収支不足額 

「これまでと同じ規模

で公共投資を行った

場合」とは何か。年

度、具体例､投資額

(あるいは何年かの

平均)などを挙げて説

明してほしい。 

「平成 30年度長期財政見通しと財政運

営の基本的な考え方」の中で、投資的

経費は、土浦市公共施設等総合管理

計画を踏まえ、公共施設の改修・更新

費として、年間 35億円を投資するとして

いることから表現を修正します。 

 

 

Ｐ.８  

３ 財政の将来見通し 

（１）投資的経費と累計収支不足額

の 12 行目に「公共施設の改修・更

新費として、2021 年度以降に年間

35 億円を投資するものと見込んだ

場合」に修正します。 

 

９ 

Ｐ.10 ５ ICT 社会の

進展 

ICT 社会について

は、行政が現にやっ

ていること、これから

やっていこうとしてい

ることを事例としてあ

げてほしい。 

ICT の実施事業については、実施計画

の基本方針６情報発信・ICT 社会への

対応、改革項目 ICTの利活用の中で記

載しています。 

 

 

実施計画Ｐ.33～Ｐ.34 

・コンビニ交付の推進 

・情報システムの共同利用の推進 

・AI等の新技術導入の推進 

・国税連携データ入力システムの導

入 

10 

Ｐ.14  

行財政改革推進委

員会の審議内容は

パブコメと同じく公表

すべきである。 

行政改革推進委員会の審議内容につ

いては、HPにより公表しています。 

 

 

修正なし。 

11 

Ｐ.12～Ｐ.14 

図の番号が 10 頁の

図 13 で終わってい

る。14 頁以降の各図

表に番号と題名を付

けるべきでは。 

図-１から図-13 までは、グラフや表な

ので分かりやすいように表番号、題名、

単位、引用元を記載しましたが、14 頁

以降の図は、説明を補足するためのも

のなので、表番号や題名は記入してい

ません。 

修正なし。 

12 

Ｐ.18 改革の基本方

針 

３ 効率的・効果的な

行政運営の確立 

民間委託や指定管

理者制度の導入が

｢よりよい市民サービ

スを提供する」ため

に必要な根拠を加筆

してほしい。 

Ｐ.21 基本方針 

３ 効率的・効果的な行政運営の確立 

改革項目（２）民間活力の活用で、「行

政運営の効率化と行政サービスの向上

を図るため、民間において担うことので

きるサービスについて、実施主体の有

効性や費用対効果の観点から検討し、

民間委託や指定管理者制度、PFI 等そ

れぞれの特徴を活かした最適な方法に

より、効率的・効果的な行政サービスの

提供を推進します。」と利点を記載して

いることから、加筆は行いません。 

修正なし。 
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№ 意見の要旨 意見に対する考え方 大綱の修正内容 

13 

Ｐ.20  

義務的経費は、総務

省の用語では、人件

費、扶助費、および

公債費からなると書

かれている。人件費

を加筆すべきでは。 

義務的経費については、財政の硬直化

を招く、扶助費、公債費等と表現してい

ましたが、人件費を加えた表現に修正

します。 

Ｐ.20 基本方針 

２ 持続可能な財政運営の確立  

改革項目（１）効率的・効果的な歳出

構造の構築の２行目を「財政の硬直

化を招く公債費や扶助費等の義務

的経費」から「財政の硬直化を招く

人件費、扶助費、公債費の義務的

経費」に修正します。 

14 

市民との協働・地域

力の強化における改

革項目の中で、市民

と行政が一体となっ

てのまちづくりにはこ

れまで以上に力をい

れてほしい。 

改革の基本方針 

１ 市民との協働・地域力の強化の中

で、「地域課題の解決に向けて、市

民・自治会・ＮＰＯ・民間事業者・大学

などの多様な主体と行政が、それぞ

れの知恵や力、強みを活かし、防災

や環境など様々な分野で連携・協力

し、協働によるまちづくりを推進しま

す。また、町内会やまちづくり市民会

議、地区市民委員会などの地域コミュ

ニティへの活動支援や活動を担う人

材の育成などにより、地域の特性を

活かした協働によるコミュニティ活動

の促進に取り組みます。」と記載し、

今後、実施計画の中で具体的な取組

について取り組んでいきます。 

修正なし。 

15 

市民に分かりやすい

よう市の行財政改革

が具体的に進み、成

果が示されるように

してほしい。 

今回策定する第６次行財政改革大綱

は、上位計画である第８次総合計画を

下支えするものとして位置付けられて

います。なお、行財政改革大綱の策定

と同時に、具体的な取組項目を実施計

画として作成し、年度単位で進行管理

を行っており、取組状況については、市

広報紙や市ホームページにおいて公表

します。 

修正なし。 

 


